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第４章 重点区域の位置及び範囲 

 

１．重点区域の位置及び区域 

（１）歴史的風致の分布 

「阿津賀志山をとりまく歴史的風致」は、本町における地政学的な意義と本

町のシンボルである阿津賀志山から阿武隈川に至る約 3.2km にわたり築かれ

た防塁、そして、そこでくりひろげられた文治５年(1189)の阿津賀志山の合戦

や奥州藤原氏、源義経に関係する伝承、伝説について、現代まで顕彰活動の場

として受け継がれてきた。 

また旧奥州街道に宿場が形成され、藤田宿では「旧奥州街道藤田宿における

歴史的風致」、貝田宿では「旧奥州街道貝田宿にみる歴史的風致」が往時の面

影を残す歴史的建造物や短冊状に残る町割りとともに今も継承されている。 

一方、風土や近代における人々の生業に影響を受けながら、この地区固有の

建造物として石蔵が今もなお大切に利用されており、「石蔵と石工技術にみる

歴史的風致」を形成している。宿場以外では、古くからの利用方法が今も残る

「光明寺集落の水利用に関わる歴史的風致」があり、「内谷春日神社の祭礼に

みる歴史的風致」「鳥取福源寺観音講にみる歴史的風致」など旧村落単位で独

自の歴史的風致が息づいている。 

これら本町の歴史的風致は、国見町のシンボルである阿津賀志山をとりまく

顕彰活動が行われている範囲で、旧宿場町の藤田・貝田の歴史を反映した祭礼

の活動、石工技術の活動、光明寺の古くからの水利用が行われる各範囲が特に

重なり、本町固有の歴史や伝統を反映した人々の活動が今も行われ、良好な市

街地環境を形成している。 
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■国見町の歴史的風致の分布 

 

  

１．阿津賀志山をとりまく歴史的風致

２．旧奥州街道藤田宿における歴史的風致

３．旧奥州街道貝田宿にみる歴史的風致

４．石蔵と石工技術にみる歴史的風致

５．光明寺集落の水利用に関わる歴史的風致

６．内谷春日神社の祭礼にみる歴史的風致

７．鳥取福源寺観音講にみる歴史的風致

重点区域
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（２）重点区域の位置 

本計画における重点区域は、歴史上価値の高い建造物が集まり、国見町固有

の歴史及び伝統を反映した活動が現在も行われ、かつ良好な市街地環境を形成

している地区に設定する。また本計画において、重点区域での事業を重点的に

実施することにより、歴史的風致の維持及び向上が効果的に図られる範囲とす

る。 

しかし、本町を代表する文化財の阿津賀志山防塁は、長大な史跡であるため、

未指定地においては指定による管理や日頃の保存・管理が行き届かず、来訪者

を受け入れる環境が十分に整っていない。 

さらに、本町の旧宿場町・農村集落では、往時の豪商や宿場の発展を今に伝

える歴史的建造物と、地区住民が受け継いできた祭礼などの伝統的活動が一体

となり歴史的風致を形成しているが、高齢化や人口の減少により、歴史的建造

物は空き家や老朽化が目立ち、また担い手不足により祭礼は簡略化され、歴史

的風致が失われつつある。良好な歴史的・文化的景観も阻害され、歴史的遺産

の本来持つ姿が失われ、さらに情報発信不足から認知度や関心が低い状況から、

保護・継承の意識も希薄になりかねない。 

こうしたことを踏まえ、阿津賀志山と山裾から構築された防塁、街道沿いの

宿場と古くからの水利用が残る光明寺集落、石蔵と石工技術の歴史的風致の範

囲が重なった部分を重点区域に設定し、歴史的風致の維持向上を図る各種施策

を展開していく。重点区域は、「阿津賀志山をとりまく歴史的風致」と「旧奥州

街道藤田宿における歴史的風致」、「旧奥州街道貝田宿にみる歴史的風致」、「石

蔵と石工技術にみる歴史的風致」、「光明寺集落の水利用に関わる歴史的風致」

の５つの維持向上すべき歴史的風致が重なり合う地域を重要な場所として設定

する。 

本区域は、現在上記５つの歴史的風致が継承され、阿津賀志山及び史跡阿津

賀志山防塁を核として往時を偲
しの

ばせる歴史的建造物・石蔵及び町割りを残す２

つの宿場と７つの農村集落が存在している。この範囲に、指定・登録文化財が

集中するが、歴史的風致の課題も顕在化している。 

第１期計画においては、阿津賀志山をとりまく顕彰活動の範囲に、旧街道や

歴史的建造物が残る旧宿場町を一体的に含めた広い範囲を重点区域に設定し、

情報発信拠点や歴史公園の整備とともに文化財の基礎的調査と住民協働による

普及啓発事業を進めてきた。 
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第２期計画においては、第１期計画で整備した施設と調査データ・住民協働・

普及啓発の実績を積極的に活用するとともに、本町の有する歴史文化資源をさ

らに保存・活用・継承するため、第１期と同様の範囲で重点区域を設定する。 

なお、重点区域は、本計画の推進において、歴史的風致の維持及び向上を図

るための施策を行う範囲に拡充等の変更が生じた場合には適宜見直すものとす

る。 

 

■重点区域「国見町歴史的風致維持向上区域」と区域内の指定文化財 

※背景地図：「国土地理院基盤地図情報（基本項目）」 

 

 

 

 

史跡 阿津賀志山防塁

史跡 石母田供養石塔

登録有形文化財
奥山家住宅

重要文化財
旧佐藤家住宅

史跡 藤田城跡

史跡 堰下古墳

史跡 石母田城跡

史跡 森山第４号墳

有形文化財
貝田姥上沢旧鉄道レンガ橋

天然記念物

御瀧神社湧水

史跡 岩淵遺跡

国登録有形文化財 

松田家住宅 

凡例

重点区域

阿津賀志山防塁(未指定地含)

国指定文化財

県指定文化財

町指定文化財

国登録有形文化財

神 
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（３）重点区域の区域 

名称 国見町歴史的風致維持向上区域（面積：1,115ha） 

区域の設定にあたっては、阿津賀志山をとりまく顕彰活動が行われる範囲に、

防塁と旧街道の区域、旧奥州街道上の歴史的建造物が今なお残る、２つの旧宿

場町やそこで行われる祭礼、また古くからの水利用が今なお続く光明寺地区を

包含する区域とする。 

 

■重点区域「国見町歴史的風致維持向上区域」境界図 

Ⓐ～Ⓑ ＪＲ東北本線 Ⓘ～Ⓙ 国道 4 号 Ⓡ～Ⓢ 町道 5 号線 

Ⓑ～Ⓒ 町道 2009 号線 Ⓙ～Ⓚ 牛沢川 Ⓢ～Ⓣ 町道 116 号線 

Ⓒ～Ⓓ 町道 2149 号線 Ⓚ～Ⓛ 県道大枝貝田線 Ⓣ～Ⓤ 町道 6 号線 

Ⓓ～Ⓔ 林道水晶森線 Ⓛ～Ⓜ 光明寺大字境 
Ⓤ～Ⓥ 

町道 3188 号線 

町道 3077 号線 Ⓔ～Ⓕ 林道原町線 Ⓜ～Ⓝ 県北都市計画区域線 

Ⓕ～Ⓖ ＪＲ東北本線 Ⓝ～Ⓞ 西根上堰 Ⓥ～Ⓦ 主要地方道浪江国見線 

Ⓖ～Ⓗ 宮城県との行政界 Ⓞ～Ⓟ 牛沢川 Ⓦ～Ⓧ 町道 4 号線 

Ⓗ～Ⓘ 町道 4001 号線 Ⓟ～Ⓡ 滝川 Ⓧ～Ⓐ 桑折町との行政界 
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２．重点区域設定の効果 

 本計画における重点区域は、本町のシンボルである「阿津賀志山」と、その

裾野を通る街道の宿場町、街道を遮るように構築された阿津賀志山防塁、湧水

利用により発展した集落などである。 

本町の重点区域内において、関連する歴史的風致を一体的かつ重点的に維持

向上させることで、本町における固有の歴史遺産の存在意義を町内外に示し、

観光等の魅力を増大させることができる。 

また、歴史的風致の維持向上により、町民が本町固有の歴史や伝統に対する

理解を一層深めることで、町民の意識が向上し、この町に対する「誇り」や「愛

着」がさらに強まることが期待される。これにより本町の重点区域外の歴史的

風致や地域住民等のまちづくり活動にもその効果が広がり、歴史を活かしたま

ちづくりが一層推進されることが期待できる。 
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３．良好な景観の形成に関する施策との連携 

（１）都市計画との連携 

本町では活力にあふれ、豊かな自然環境と共生する、学術・文化都市を都市

づくりの理念とする「県北都市計画区域」に山間部を除く全域 2,600ha が指定

され、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街地の整備と農業や自然環境との

調和と保全を図るため区域区分を定めている。 

本計画の重点地区は、阿津賀志山を除き、県北都市計画区域に入り市街化区

域をおおむね包含する。市街化区域は、旧奥州街道藤田宿を核とする中心市街

地が指定され、用途地域が定められている。旧家や町家が残る地域は、近隣商

業地域に指定され、ニュータウンや町営住宅地では第一種低層住居専用地域と

して、最低敷地 200 ㎡、高さ制限 10ｍ、壁面後退 1.5 または 1.0ｍの制限がか

けられ、景観や町並みに配慮している。 

今後は、歴史を活かしたまちづくりに取り組むことから、歴史的風致の維持

向上と、より良好な市街地と町並み景観が形成されていくよう都市計画との適

切な連携を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市街化区域 

重点区域 

県北都市計画区域 

■県北都市計画区域と重点区域 
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（２）景観法との連携 

本町は、良好な景観を形成している県土の景観形成施策を推進するために策

定された「福島県景観計画」による景観計画区域に町全域が指定されている。

福島県景観計画では、届け出が必要な行為及び景観形成基準が定められ、一定

規模以上の建築物・工作物等の開発に対し良好な景観を形成するよう規制して

いる。 

本町には、奥羽山脈を西に擁し、雄大な山並みと阿武隈川の恵みを背景に美

しい田園風景が広がる農村景観、及び奥州街道・羽州街道沿いに形成された街

道集落を中心とする歴史的景観、旧宿場町を母体とする都市景観など、多様で

良好な景観を形成している区域がある。 

特に重点区域では、本町のシンボルである阿津賀志山と阿津賀志山防塁を中

心に、周辺伝承地が一体となった歴史的景観、旧藤田宿・貝田宿の町並みが作

り出す宿場町の景観、光明寺集落における古代からの水利用を反映した農村景

観の区域が存在する。また国見石を用いた石蔵や町家・養蚕住宅など歴史的建

造物及び豊かな自然・田園など本町固有の良好な景観を形成する構成要素があ

る。 

重点区域以外にも、旧羽州街道小坂宿など往時を偲
しの

ばせる歴史的建造物・町

割・水路・石蔵が多数残り、良好な景観を形成する構成要素がある。 

今後は、歴史的風致の維持向上のため、これら良好な景観を形成する構成要

素である自然や歴史遺産を適切に維持し、後世に継承するため、福島県との協

議を踏まえて、景観行政団体への移行と同時に景観条例を制定し、策定する景

観計画に基づき、適切に連携を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

208 

 

■福島県景観計画区域における届出の必要な行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）屋外広告物法との連携 

本町における屋外広告物の表示又は設置は、福島県屋外広告物条例により規

制されている。この条例では、「良好な景観の形成」及び「風致の維持」又は

「公衆に対する危害の防止」の観点から、町全域において美観や自然景観を損

なわないような規制が定められている。 

本町の重点区域内には、原則屋外広告物を表示できない特別規制地域と市町

村長の許可が必要になる普通規制地域が混在している。  

今後は、歴史的風致の維持向上のため、重点区域内の屋外広告物の表示又は

設置について、屋外広告物法の趣旨を踏まえ、策定予定である国見町景観計画

及び福島県との協議により適正な管理と、規制に努める。 
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（４）阿津賀志山防塁保存管理計画 

昭和56年(1981)に、全体の約３分の１が史跡に指定された阿津賀志山防塁は、

平成６年(1994)に策定された「阿津賀志山防塁保存管理計画」に基づき適切な

保存・管理が図られてきた。保存管理計画では、史跡指定地と未指定地が混在

するため長大な阿津賀志山防塁を文化財保護法に基づく史跡の現状変更と埋蔵

文化財包蔵地の発掘に関わる届出による規制及び今後の保存に向けた方針を示

している。未指定地では遺構の残存状況が良好な箇所で発掘調査を行い、史跡

の追加指定を進め、指定地では公有地化と説明板等の便益施設・史跡整備につ

いて検討することを方針として定め、現在に至るまでの指針となっている。な

お、同計画策定から30年以上が経過することから、現況にあった保存・活用の

総合的な方針を定めるため保存活用計画の策定を進める。 

上記計画と本計画が連携することによって、重点区域の核となる史跡・歴史

的風致の維持向上につなげる。 

 

 

史跡範囲

■阿津賀志山防塁の範囲と重点区域 

※背景地図：「国土地理院基盤地図情報（基本項目）」 
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■阿津賀志山防塁史跡範囲・未指定範囲図  

国道４号北側地区

史跡 阿津賀志山防塁

・・・史跡範囲

・・・遺跡の範囲（遺跡）

二重堀始点地区

東国見・西国見地区

国見内地区

遠矢崎地区

赤穂地区

高橋地区(指定)

下二重堀地区

欠下地区

山頂地区

下入ノ内地区

大久保・手代田地区

大橋地区

高橋地区(未指定)

鉄道・高速間地区
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（５）農業施策との連携 

 本町では、昭和46年(1971)度に福島県より農業振興地域の指定をうけ、昭和

47年(1972)度に「国見農業振興地域整備計画」を策定して以降、同計画に基づ

き農用地の利用や保全、農業の近代化のための施設整備について総合的に推進

している。令和５年(2023)6月の計画見直し時点で、町総面積3,795haのうち、

2,685.7haが農業振興地域に指定されており、農用地区域に含まれる農用地面積

は905haとなっている。重点区域内では、市街化区域以外の宅地と森林地帯等を

除いた大部分が農業振興地域に指定され、農業・農村が持つ多面的機能を維持・

発展させることで良好な景観の形成につながる農用地等の保全支援が記されて

いる。 

 また、重点区域内には令和５年(2023)に指定棚田地域に指定を受けた「大木

戸の棚田」(旧大木戸村)が存在し、棚田等の保全と棚田を核とした棚田地域の

振興に取り組み、棚田景観の保全につながっている。 

 本計画の推進においても、上記施策と連携することで、良好な景観の維持向

上を推進することができ、光明寺集落の水利用に関わる歴史的風致の農業用水

路の維持管理など歴史的風致の維持向上につなげる。 

 

■農業振興地域・農用地区域と重点区域 

農　　　地

農業用施設用地

凡　　例

地　　区　　界

農業振興地域界

農用地区域

用
　
途

重点区域

大木戸の棚田(位置は概略)

光明寺集落の水利用に

関わる歴史的風致


